
 

 

 

 

重要事項説明書 

 

（小規模多機能型居宅介護） 

 

 

 

 

 

 

利用者               様 

 

 

事業者：小規模多機能型居宅介護施設 うるおいの家 新道東 

 

 

小規模多機能型居宅介護 重要事項説明書 



 

1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 

電話番号 ０１１－７９２－５７１２  FAX番号 ０１１－７９２－５７１３ 

担当介護支援専門員（計画作成担当者） 阿部 正樹  ／ 管理責任者  阿部 正樹  

 

 

２．当法人の概要 

 

法人種別・名称 株式会社 セブンブレンチ 

代表者 代表取締役 佐藤 恵輔 

法人所在地 北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８番１号 

ディノス札幌白石ビル１階 

電話番号及び FAX番号 電話 011-376-1790 FAX 011-351-1730 

事業内容 総合福祉事業、高齢者住宅事業等、小規模多機能居宅介護 

 

３．小規模多機能型居宅介護の概要 

 

事業所の種類 指定地域密着型小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型

介護予防小規模多機能型居宅介護）事業所 

令和１年１１月１日指定 

事業所番号 （北海道 ０１９０２０１７４９ 号） 

事業所名 小規模多機能型居宅介護施設 うるおいの家 新道東 

事業所の所在地 北海道札幌市東区北３７条東１５丁目１－２４ 

電話番号及び FAX番号 電話 011-792-5712 FAX 011-792-5713 

サービスを運営する実施地域 札幌市全域 

開設年月日 令和１年１１月１日 

 

４．事業の目的と運営方針 

 

事業所の目的 住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が可

能な限り自宅で暮らし続けられるような生活の支援を目的として、

通いサービス、宿泊サービス、訪問サービスを柔軟に組み合わせて、

サービスを提供します。 

当事業所の運営方針 1. その人らしい生き方、暮らし方を実現するために最適なサービ

スを提供致します。 

2. 利用者一人ひとりが自分らしさを再発見できるよう「笑顔」・

「安心」・「楽しみ」を提供していくと共に、馴染みの地域で



暮らせるよう支援して行きます。 

3. 利用者の想いや願いを引き出し、実現できるように馴染みの関

係を築きます。 

4. 安心して暮らし続けることができるように、家族との連携に努

めます。 

5. 地域行事への参加や地域の方々との交流を大切にします。 

 

５．事業実施地域、営業時間、定員等 

 

通常の事業実施地域 札幌市全域 

※原則として他地域の方は当事業所のサービスを利用できません。 

営業日 営業日 年中無休 

営業時間 通いサービス 月～日 ６：００～２１：００ 

訪問サービス ２４時間 

宿泊サービス 月～日 １６：００～１０：００ 

※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 

登録定員 ２５名（通いサービス定員１５名・宿泊サービス定員５名） 

 

６．職員の配置状況 

 

当事業所では、契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスおよび指定介護予防小

規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。 

 

主な職員の配置状況（職員の配置については、指定基準を順守しています。） 

 

職種 人員 職務内容 

管理者 
１名 事業内容調整・サービス提供責任・介護職員の指

導 

介護支援専門員 １名 サービス調整・相談業務 

介護職員 

1 名以上（利用

者 3名に対し） 

日中の通いサービス・日常生活の介護・相談業務 

1名以上 日中の訪問サービス・日常生活の介護・相談業務 

１名 夜間職員 

看護職員 1名 健康チェック等の医療業務 

 

７．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 

当事業所では、契約者に対して以下の２つのサービスを提供します。 



 

① 「利用料金が介護保険から給付される場合」 

 介護保険の給付対象となるサービス ※契約書第５条参照※ 

② 「利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合」 

 介護保険の給付対象とならないサービス ※契約書第５条参照※ 

 

①  介護保険の給付対象となるサービス 

 

以下のサービスについては、利用料金の９割から 7割が介護保険から給付され、利用者の自

己負担は費用全体の１割または２割・３割（介護保険負担割合証に準ずる）の金額となりま

す。 

各サービスを具体的にそれぞれどのような頻度・内容で行うかについては、契約者と協議の

上、小規模多機能居宅介護計画に定めます。 

 

《サービスの概要》 

 

通いサービス 

食 事 
食事の提供及び食事の介助を行います。 

利用者が準備、配膳等を行うことも心がけます。 

排 泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の

自立についても適切な援助を行います。 

入 浴 

入浴または清拭を行います。 

衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身介助を行います。 

入浴サービスの利用は任意です。 

機能訓練、体操 
利用者の状況に適した機能訓練、体操を行い、身体機能の

低下を防止するように努めます。 

健康チェック 
血圧測定・対応測定等、利用者の健康状態の把握に努めま

す。 

送 迎 
利用者の希望により、ご自宅と事業時間の送迎サービスを

行います。 

訪問サービス 

○ 利用者の自宅に伺い、安否確認、食事や入浴、排泄等

の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。 

○ サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・電

気を含む）は無償で使用させていただきます。 

○ 訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為は

いたしません。 

 ・医療行為 

 ・飲酒及び利用者又はその家族等の同意なしに行う喫煙 

 ・利用者又はその家族等からの金銭又は効果物品の授受 

 ・利用者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活



動営利活動 

 ・利用者又はその家族等に行う迷惑行為 

宿泊サービス 
事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常

生活上の世話や機能訓練、体操を提供します。 

 

《サービス利用料金》 ※契約書第５条参照※ 

※札幌市は７級地の地域区分にて、利用単位に 10.17を乗じた利用単位数で計算されます。 

 

○ 通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ月単位の包括費用額 

   利用料金は、１か月の包括費用（月定額）です。 

  

 （ア）同一建物居住者以外 ／月額定額制 

 

介護度 利用単位 料金（A） 介護保険給

付割合 

介護保険給

付額（B） 

自己負担額

（A－B） 

要支援１ 3,438単位 34,964円 １割負担 31,467円 3,497円 

２割負担 27,971円 6,993円 

３割負担 24,474円 10,490円 

要支援２ 6,948単位 70,661円 １割負担 63,594円 7,067円 

２割負担 56,528円 14,133円 

３割負担 49,462円 21,199円 

要介護１ 10,423単位 106,001円 １割負担 95,400円 10,601円 

２割負担 84,800円 21,201円 

３割負担 74,200円 31,801円 

要介護２ 15,318単位 155,784円 １割負担 140,205円 15,579円 

２割負担 124,627円 31,157円 

３割負担 109,048円 46,736円 

要介護３ 22,283単位 226,618円 １割負担 203,956円 22,662円 

２割負担 181,294円 45,324円 

３割負担 158,632円 67,986円 

要介護４ 24,593単位 250,110円 １割負担 225,099円 25,011円 

２割負担 200,088円 50,022円 

３割負担 175,077円 75,033円 

要介護５ 27,117単位 275,779円 １割負担 248,201円 27,578円 

２割負担 220,623円 55,156円 

３割負担 193,045円 82,734円 

 

 



 （イ）同一建物居住者 ／月額定額制 

 

介護度 利用単位 料金（A） 介護保険給

付割合 

介護保険給

付額（B） 

自己負担額

（A－B 

要支援１ 3,098単位 31,506円 １割負担 28,355円 3,151円 

２割負担 25,204円 6,302円 

３割負担 22,054円 9,452円 

要支援２ 6,260単位 63,664円 １割負担 57,297円 6,367円 

２割負担 50,931円 12,733円 

３割負担 44,564円 19,100円 

要介護１ 9,391単位 95,506円 １割負担 85,955円 9,551円 

２割負担 76,404円 19,102円 

３割負担 66,854円 28,652円 

要介護２ 13,802単位 140,366円 １割負担 126,329円 14,037円 

２割負担 112,292円 28,074円 

３割負担 98,256円 42,110円 

要介護３ 20,076単位 204,172円 １割負担 183,754円 20,418円 

２割負担 163,337円 40,835円 

３割負担 142,920円 61,252円 

要介護４ 22,158単位 225,346円 １割負担 202,811円 22,535円 

２割負担 180,276円 45,070円 

３割負担 157,742円 67,604円 

要介護５ 24,433単位 248,483円 １割負担 223,634円 24,849円 

２割負担 198,786円 49,697円 

３割負担 173,938円 74,545円 

 

・月ごとの包括料金のため、利用者の体調不良や状態の変化等により、小規模多機能居宅介

護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、多かった場合どちらでも、日割りでの

割引または増額はしません。入院中であっても同様とします。 

・月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じ

て日割り料金をお支払いいただきます。尚、この場合の「登録日」とは、利用者と当事業

者が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日を指し、「登録終了日」

とは、利用者と当事業者の利用契約を終了した日を指します。 

・利用者が、まだ要介護認定を受けていない場合・介護保険料の滞納がある場合には、サー

ビス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。区役所へ提出すると償還される場合も

あります。 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。 



 

○ 初期加算（１日あたり） 

 小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間については、

初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要になります。３０日を超える入院をさ

れた後に再び利用を開始した場合も同様です。 

 

初期加算 ＋３０単位／日 

 

○ 認知症加算Ⅰ、認知症加算Ⅱ（１か月あたり） 

 小規模多機能型居宅介護事業所は日常生活に支障をきたす恐れのある症状または行動が認

められることから、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者については認知症加算Ⅰを、

要介護２であって認知症高齢者の日常生活自立度がⅡの者については認知症加算Ⅱを加算

します。  

 

認知症（Ⅰ） ＋８００単位／月 

認知症（Ⅱ） ＋５００単位／月 

 

○ 若年性認知症利用者受入加算 

 若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合加算されます。認知症

加算と同時に加算されません。 

 

若年性認知症利用者受入加算 ＋８００単位／月 

 

○ 看護職員配置加算 

多様化する医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応する為、看護職員を配置している小規模多

機能居宅介護事業所を評価するために設けられています。 

常勤准看護師を 1名以上配置している場合は看護職員配置加算（Ⅱ）を、看護職員を常勤換

算方法で 1名以上配置している場合は看護職員配置加算（Ⅲ）を加算します。 

看護職員配置加算(Ⅲ) ＋４８０単位／月 

看護職員配置加算(Ⅱ) ＋７００単位／月 

 

○ 総合マネジメント体制強化加算 

複数の機能を併せ持つために、高額になりがちな地域密着型サービスの基本サービス費から、

直接的にサービスとは結び付かない費用を切り離すことにより、相対的に利用料を抑える目

的で設けられています。 

 

総合マネジメント体制強化加算 ＋１０００単位／月 

 



○ サービス提供体制加算 

職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にあ

る事業所を評価するため設けられています。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ＋３５０単位／月 

 

 

○ 介護職員処遇改善加算 

利用者に直接介護サービスを提供する介護職員の安定的な処遇改善を図るために、環境整備

と賃金改善を目的として創設された加算です。 

介護職員処遇改善（Ⅰ） ＋１０．２％／月 

 

○ ベースアップ加算 

処遇改善を目的とした加算で、介護職員やその他職員に対して、賃金を 3％程度（月額 9,000 

円相当）引き上げるための加算です。 

ベースアップ加算 ＋１.７％／月 

 

② 介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担になります。 

 

 《サービスの概要と利用料金》 

食事の提供（食事代） 朝食 ５２０円 昼食 ５２０円（別途おやつ代） 夕食 ５２０円 

宿泊に関する費用 一泊 個室 ２，０００円 

 

③ 利用料の中止・変更・追加  ※契約書第６条参照※ 

 

 ・利用予定日の前にご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中

止、または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合

は原則として、サービス実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 

 ・①の介護保険給付対象サービスについては、利用料金が１か月ごとの包括費用（定額）

のためサービスの利用回数等を変更された場合も、１か月の利用料金は変更されません。 

ただし、②の介護保険給付対象外サービスについては、利用予定日の前日までに申し出

がなく、当日になって利用の中止を申し出た場合、取消料として下記料金をいただく場

合があります。ご契約者の体調不良等、正当な事由がある場合は、この限りではありま

せん。 

    利用予定日前日までに申し出がある場合 … 無料 

    前日までに申し出がない場合 … 当日利用料金（自己負担相当額）の１００％  



 

 ・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望す

る日時にサービスができない場合、他の利用可能日時を契約者提示して協議します。 

 

８．小規模多機能型居宅介護計画について 

 

小規模多機能居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での

生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、

宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。 

事業者は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協議の上で

小規模多機能居宅介護を定め、また、その実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果

等は書面に記載して利用者に説明のうえ交付します。 

 

９．運営推進会議の設置 

 

当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期

的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言をうけるため、下記のとお

り運営推進会議を設置しています。 

 

委員の構成 ・利用者 ・利用者の家族 ・地域住民の代表者 ・市区町村職員  

・地域包括支援センター職員 ・小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者等 

開催時期 ２ヶ月に１回開催します。 

会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

１０．協力医療機関、バックアップ施設 

 

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医

療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。 

医療法人社団 北裕会 

札幌記念病院 

所在地 札幌市西区八軒９条西１０丁目１番１１号 

電話  ０１１－６１８－２２２１ 

もりなデンタルクリニック 所在地 札幌市中央区北５条西１６丁目２番１６号 

    ダイアパレス北５条第２ １階 

電話  ０１１－６４４－６９６９ 

社会福祉法人 禎心会 

介護老人福祉施設 ら・せれな 

所在地 札幌市東区北４７条東１７丁目１番１号 

電話  ０１１－７０２－１１５２ 

 



１１．事故発生時の対応 

 

 当事業所のサービス提供にあたり、けがや体調の急変等の事態が発生した場合は、適切か

つ迅速な応急措置を講じます。生命・身体・健康に危険またはその恐れがあるときは、直ち

に医師及び家族に連絡して必要な措置を講じます。 緊急事態が発生に至った経緯及び態様

を速やかに精査し、正確な状況把握に努めます。 

 

１２．非常災害時の対策 

 

非常災害時には、別途定める消防防災計画に沿って対応を行います。また、避難訓練を年２

回以上、行います。 

 

非常災害時の対応方法 事業所内緊急連絡体制の確立 

関係機関への通報 

従事者の役割分担 

平常時の訓練等 従事者の火の始末の点検、防火管理者のチェック 

消防計画等 消防署への届け出 

防火管理者の選任 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

・住宅用自動火災報知機 ・誘導灯 ・ガス漏れ探知機 ・非

常用照明 ・消火器 ・スプリンクラー ・消防用非常通報 

 

１３．緊急時の対応方法 

 

事故発生時や利用者の体調悪化時の

緊急時の対応方法 

容態の確認と応急処置を行う。 

１１９番するとともに主治医へ連絡して指示を受

ける。 

ご家族へ連絡する。 

 

１４．苦情の受付について （契約書第１８条参照） 

 

○当事業所における苦情の受付  株式会社 セブンブレンチ 総合受付 

電話     ０１１－３７６－１７９０ 

    受付時間   月～金 ９：００～１７：００ 

   電子メール  info@uruoi-gp.jp 

    ＦＡＸ    ０１１―３５１－１７３０ 

○行政機関その他苦情受付窓口 

・札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 

  札幌市中央区北 1条西 2丁目 



  電話     ０１１－２１１－２５４７ 

  受付時間   ８：４５～１７：１５（土・日・祝日を除く） 

 

・札幌市東区役所 保健福祉課 

  札幌市東区北１１条東７丁目１番１号 

  電話     ０１１－７４１－２４００ 

  受付時間   ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

・高齢者・障がい者生活あんしん支援センター 

  札幌市中央区大通西１９丁目 札幌市社会福祉総合センター３階 

  電話     ０１１－６３２－０５５０ 

  受付時間   ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

・北海道国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口専用ダイヤル 

  札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館１階 

  電話     ０１１－２３１－５１７５ 

  受付時間   ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

 

１５．サービス利用にあたっての留意事項 

 

 ・サービス利用の際には、介護保険者証を提示してください。 

 ・事業所内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用 

により破損等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。 

 ・他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

 ・所持金品は、自己の責任で管理してください。 

 ・事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

 

１６．地域との連携の取り組み 

 

 当事業所では周辺住民のご協力を得て、利用者とともに生活をしていくように連携を図り

ます。 

① 事業所で主催する行事において、地域住民の方の積極的な参加に向けて、日頃からネッ

トワークづくりを行う。 

② 地域でのお祭りなどの行事には、運営委員として職員を派遣して、利用者には行事を楽

しんでいただき、地域との交流を図る。 

③ 避難訓練、消防訓練に地域の住民と、地元消防署と消防団の協力をすすめる。 

④ 食料品や日用品の買い物や、地域の商店街の利用を通じて地域との交流を図る。 

   また、行方不明が出た場合の捜索ネットワークとして活用させていただく。 

⑤ 学生の職場体験活動の見学の場として事業所を提供する。 

⑥ ボランティアの受け入れを行う。 



 

１７．第三者による評価の実施状況 

① 実施の有無        有り 

② 評価機関         運営推進会議において評価をつける 

③ 直近の評価年月日     令和４年 １１月 １７日 

④ 評価結果の公表      事業所における閲覧 



令和   年   月   日 

 

 

 指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

 

       小規模多機能型居宅介護施設 うるおいの家 新道東 

 

       説明者氏名                  印 

 

 私は、本書面にもとづいて、事業者から重要事項の説明を確かに受け、指定小規模多機能

型居宅介護サービスの提供の開始に同意しました。 

 

       利用者住所 

 

       利用者氏名                  印 

 

       代理人住所 

 

       氏   名                  印 

 


